
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（経済産業省）

制 度 名 法人実効税率の引下げ（検討事項）

税 目 法人税

要

望

の

内

容

租税特別措置を整理・重点化すること等により課税ベースを拡大する
とともに、我が国の法人実効税率を国際水準並みに引き下げる。

減収見込額
（平年度）

- 百万円
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⑴ 政策目的

・中国やインドなど新興国等の台頭により国際競争が熾烈化する中、
国際的なイコールフッティングの確保による我が国企業の競争力の
維持・強化、国内への投資促進、地域における雇用拡大を実現す
る。

⑵ 施策の必要性

・近年、日米を除いた世界の主要国で表面実効税率の引下げが進展。

（参考１）独：39%→30%（08 年）、英国：30%→28%（08 年）、

中国：33%→25%（08 年）、韓国：25%→22%（09 年） 等

（参考２）日本の法人実効税率：40.7%（東京の場合。地方法人二税

含む）

・また、我が国企業の実際の法人課税負担は、国際的に高水準であ
り、その要因としては、上記の表面実効税率の高さに加え、諸外国
と比較して政策減税の規摸が大きくないことも指摘される。

・そのため、我が国における①研究開発や設備投資の増強など内需拡
大を実現し、地域経済の活性化や雇用の維持・拡充を図るととも
に、また、②海外からの新規投資を呼びこむためには、企業におけ
る余剰キャッシュフローの拡大や、資本コストの低減を通じた投資
収益率の改善が可能となる、法人税の表面実効税率の引下げが極め
て有効な手段と考えられる。

⑶ 要望の措置の妥当性

・租税特別措置を整理・重点化すること等により課税ベースを拡大す
るとともに、国際的に見ても世界最高水準にある我が国の法人税実
効税率を引き下げ、我が国の投資環境等を向上させることは妥当で
ある。

・なお、法人税負担のあり方を検討するに際しては、表面税率と課税
ベースの双方を勘案すると共に、社会保険料等を含めた公的負担に
ついても考慮する必要がある。

今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項

政策評価体

系における

位 置 付 け

１．経済産業政策
02）技術革新の促進・環境整備
05)経営イノベーション・事業化促進

２．対外経済政策
12)貿易投資促進

３．ものづくり・情報・サービス産業政策
15)ものづくり産業振興

４．中小企業・地域経済産業政策
20)中小企業事業環境の整備
21)経営革新・創業促進

政 策 の

達成目標
国際的なイコールフッティングの確保による我が国企業の競争力の維
持・強化、国内への投資促進、地域における雇用拡大を実現する。
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